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  龍ケ崎市財政収支見通し＜概要＞（令和 8 年 3 月現在）  

《推計期間：令和 8 年度～令和 17 年度》 

○作成の要旨 
龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例第 17 条及び同条例施行規則第 10条に基づき公表した、令和

7 年 10 月時点の「財政収支見通し」について、令和 7 年度決算見込、令和 8 年度当初予算を踏まえて更新

し、令和 8 年 3月時点の見通しを作成したため、推計から見える中長期にわたる財政状況を共有。 

 

 

〇算定における主な前提条件の変更点 
・令和 7年度 3月補正(専決)後予算による決算見込、令和 8 年度当初予算を反映 

 

・最新（令和 8 年 1 月内閣府試算）の名目経済成長率を反映し、市税等一般財源や物件費等を再算定 

 

・令和 7年度の人事院勧告による人件費への影響額を再算定 

 

・扶助費は、子どものための教育・保育給付費の人事院勧告に基づく公定価格改定の影響額を加算して推計 

 

・普通建設事業は、令和 8 年度中期事業計画アクションプラン（インフラ・公共施設の整備等）の見通しを

反映 
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○前回算定時（令和 7 年 10 月現在）と今回の比較 
・長期的には市税、交付税共に緩やかな減少傾向となり、歳入の減少額が歳出の減少分を上回ることで収支 

 ギャップが膨らんでいく傾向に大きな変化はなかった。 

 

・累積収支不足額が一般基金残高を上回るのは令和 14 年度と変化はなかった。令和 7 年度決算見込の反映

により収支不足が発生するのは令和 9 年度からと若干改善しているが、事業への充当により基金残高は減

少見込となっており、また、物件費や扶助費の増加などから、令和 12 年度以降の収支ギャップは拡大して

いることから、財政運営映への影響が懸念される。 

 

・物価高騰による影響などから、物件費は前回算定時より毎年度 2 億円を超える増加が見込まれる。今後の

社会経済情勢によっては、経常経費が更に増加する可能性もあり、その場合、収支の悪化により累積収支

不足額が拡大する恐れがある。 

 

・扶助費については、子どものための教育・保育給付費の人事院勧告に基づく公定価格改定や、障害者自立

支援給付費増加の影響などから、毎年度 3 億円程度の増加を見込んでいる。給付費の増加により国県支出

金も増加するものの、市負担分の一般財源も増加することから、収支悪化の一因となっている。 

 

・普通建設事業については、令和 8年度中期事業計画の査定結果を、令和 12年度まで反映している。令和 8

年度が約 45 億円、令和 9 年度は約 34 億円と事業費が突出しており、地方債残高の上昇が見込まれるが、

令和 9 年度以降は、大型建設事業の終了とともに減少していく見込みである。 



◆龍ケ崎市財政収支見通し（令和８年３月現在） ※項目別に百万円単位で四捨五入しており，項目の合計値と合計欄の数値が一致しない場合があります。 （単位：百万円）
R03決算 R04決算 R05決算 R06決算 R07見込（2025） R08推計（2026） R09推計（2027） R10推計（2028） R11推計（2029） R12推計（2030） R13推計（2031） R14推計（2032） R15推計（2033） R16推計（2034） R17推計（2035）

10,080 10,197 10,334 10,342 10,637 10,746 10,705 10,734 10,743 10,608 10,600 10,592 10,445 10,416 10,382

4,193 4,226 4,509 4,636 4,983 4,468 4,488 4,396 4,257 4,175 3,937 3,739 3,677 3,548 3,481
1,749 1,810 1,802 1,912 2,065 2,112 2,146 2,172 2,198 2,224 2,176 2,202 2,229 2,253 2,278

744 667 730 1,156 837 833 855 861 866 871 876 882 887 893 898
138 143 149 129 132 136 138 159 158 135 134 133 132 131 130
291 320 327 245 248 255 246 245 244 242 241 239 237 236 234

7,527 6,379 6,004 6,482 6,261 6,476 5,885 5,401 5,329 4,982 4,957 4,978 4,998 5,018 5,037
1,966 2,159 2,082 2,091 2,339 2,412 2,374 2,373 2,373 2,372 2,383 2,394 2,405 2,414 2,424

189 200 254 361 505 628 500 500 500 500 500 500 500 500 500
223 126 311 1,378 1,225 1,493 27 27 27 25 17 7 7 7 7

1,133 2,738 1,972 1,407 1,456 1,135 413 0 0 0 0 0 0 0 0
2,584 1,618 2,188 3,262 1,530 2,368 1,765 1,119 774 941 800 800 800 820 800

  うち臨時財政対策債 1,276 371 171 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

525 640 382 671 772 336 373 374 335 336 338 341 343 345 347

31,342 31,224 31,044 34,072 32,989 33,397 29,916 28,360 27,803 27,412 26,960 26,806 26,660 26,581 26,519

4,248 4,226 4,351 4,591 4,861 4,911 4,933 4,979 4,939 4,955 4,887 4,885 4,828 4,725 4,606

4,275 4,328 4,231 4,450 5,081 5,224 4,711 4,759 4,807 4,857 4,907 4,957 5,008 5,056 5,104
197 223 222 243 241 446 412 417 422 427 432 437 442 447 452

8,505 7,554 8,179 8,380 8,425 8,063 7,982 7,947 7,914 7,879 7,951 8,025 8,096 8,168 8,239
3,681 4,712 4,251 3,717 4,007 4,092 3,731 3,764 3,776 3,764 3,743 3,705 3,717 3,726 3,736

　 うち一部事務組合に対するもの 1,733 1,733 1,851 1,878 2,037 2,030 2,060 2,082 2,105 2,126 2,118 2,094 2,118 2,141 2,163
2,487 2,434 3,419 5,391 3,030 4,462 3,361 2,073 1,598 1,555 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,475 2,367 2,337 2,335 2,415 2,488 2,625 2,653 2,650 2,499 2,377 2,242 2,151 2,073 1,951

508 1,130 248 948 1,268 641 264 264 265 265 266 267 267 268 269
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 18 18 18 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2,206 2,261 2,376 2,544 2,505 2,633 2,661 2,690 2,719 2,748 2,749 2,758 2,759 2,760 2,760

28,603 29,252 29,637 32,616 31,854 32,983 30,703 29,570 29,115 28,974 28,536 28,501 28,493 28,446 28,340

2,738 1,972 1,407 1,456 1,135 413 △ 787 △ 1,210 △ 1,312 △ 1,562 △ 1,576 △ 1,695 △ 1,833 △ 1,866 △ 1,822

0 0 0 0 0 413 △ 374 △ 1,584 △ 2,895 △ 4,457 △ 6,033 △ 7,727 △ 9,560 △ 11,426 △ 13,248

※臨時財政対策債：地方交付税の一部が振替えられた地方債で、後年度に償還見込額が交付税措置されます。　　※一部事務組合：ごみやし尿の処理、消防など、近隣の市町村と共同で事業を行うために設置された組合です。

※収支の不足分については、毎年度の収支改善の取組や基金からの繰入等により解消していきます。

◆歳出のうちアクションプラン等主要経費見通し （単位：百万円）
R03決算 R04決算 R05決算 R06決算 R07見込（2025） R08推計（2026） R09推計（2027） R10推計（2028） R11推計（2029） R12推計（2030） R13推計（2031） R14推計（2032） R15推計（2033） R16推計（2034） R17推計（2035）

職員人件費 3,316 3,249 3,284 3,335 3,827 3,932 3,933 4,010 3,997 4,018 4,007 4,033 4,003 3,927 3,837
会計年度任用職員経費 646 655 710 797 892 854 968 939 907 871 847 815 786 757 728

404 401 466 612 870 700 644 644 644 644 644 644 644 644 644

2,289 2,264 2,363 2,412 2,415 3,208 3,926 2,935 2,680 2,427 2,354 2,375 2,396 2,416 2,436

新保健福祉施設整備 880 61 0 0 0 0 0
佐貫3号線整備 317 391 301 132 143 0 0
長戸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ建替え（含道路） 158 348 0 0 0 0 0
森林公園再整備 670 0 0 0 0 0 0
北竜台学園義務教育学校整備 1,750 828 2,014 6 0 0 0
小中学校体育館空調整備事業 0 0 50 1,209 0 0 0

※新規建設事業は、アクションプランに登載されている主な事業について、令和7年度～令和11年度の事業費見込を計上しています。実施時期、事業費等は、毎年度見直しを行います。

◆地方債，債務負担行為及び一般基金残高見通し （単位：百万円）
R03決算 R04決算 R05決算 R06決算 R07見込（2025） R08推計（2026） R09推計（2027） R10推計（2028） R11推計（2029） R12推計（2030） R13推計（2031） R14推計（2032） R15推計（2033） R16推計（2034） R17推計（2035）

22,624 21,963 21,898 22,917 22,273 22,401 21,804 20,535 18,924 17,616 16,276 15,058 13,922 12,877 11,920

1,150 912 705 516 355 211 104 42 19 0 0 0 0 0 0

5,768 6,772 6,710 6,279 6,322 5,470 5,706 5,943 6,181 6,422 6,671 6,931 7,191 7,452 7,713

地方交付税

項　　　　　目

地方税

歳入合計

地方消費税交付金
地方譲与税等
分担金及び負担金
使用料・手数料
国庫支出金
県支出金
寄附金
繰入金
繰越金
地方債

財産収入・諸収入

繰出金

人件費（事業費支弁人件費を含む）

物件費
維持補修費
扶助費
補助費等

普通建設事業費（事業費支弁人件費を除く）

災害復旧費
公債費
積立金
投資及び出資金
貸付金

一般基金残高

歳出合計

収支差引

累積収支不足額

項　　　　　目

職員
経費

情報システム経費（委託料・リース料）

公共施設維持管理経費

項　　　　　目

地方債残高

債務負担行為残高

新規
建設
事業
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アクションプラン等事業費内訳

普通建設事業費（繰越含む）

事業費 国・県 地方債 その他 一財 事業費 国・県 地方債 その他 一財 事業費 国・県 地方債 その他 一財 事業費 国・県 地方債 その他 一財 事業費 国・県 地方債 その他 一財 事業費 国・県 地方債 その他 一財 事業費 国・県 地方債 その他 一財

880 27 617 159 77 61 0 54 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

317 60 242 0 15 391 144 232 0 15 301 134 166 0 1 132 48 75 0 9 143 65 71 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長戸ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ建替え（含道路整備） 158 0 124 20 14 348 0 272 30 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

森林公園再整備 670 154 418 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,750 509 1,027 210 4 828 318 432 78 0 2,014 692 1,061 119 142 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 37 0 13 1,209 420 696 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,775 750 2,428 429 168 1,628 462 990 108 68 2,365 826 1,264 119 156 1,347 468 771 0 108 143 65 71 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(単位：百万円）

R12

市道第1-380号線（佐貫3号線）整備

北竜台学園義務教育学校整備

計

R09 R10 R11

新保健福祉施設整備

事業名
R06 R07 R08

小中学校体育館空調整備事業
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財政収支見通しの前提条件について 

 

                                                                                           令和８年３月 

財  政  課 

◆龍ケ崎市財政収支見通し（令和８年３月現在） 

■共通事項 

●推計期間 

 令和８年度～令和１７年度の１０年間（令和７年度決算見込、令和８年度当初予算における傾向を反映） 

●推計範囲 

 地方財政状況調査（総務省）による普通会計 

●将来人口                                                                                      （単位：人） 

R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

73,816 73,325 72,833 72,342 71,851 71,279 70,710 70,142 69,573 69,001 

※「龍ケ崎みらい創造ビジョン for2030」策定における、本市の人口の将来展望における目標人口設定のための将来人口シミュレーションによる推計値を用

いています。 

 

●名目経済成長率（名目GDP） 

R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

4.2 3.4 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 

※内閣府による「中長期の経済財政に関する試算」（令和８年１月２２日）を参考にしています。 

 

 

 

 

（単位：人） 
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■歳入 

●地方税 

令和８年度当初予算額をベースに推計しています。 

市民税は、課税の基礎となる個人所得や企業業績などに左右され、経済動向により大きな影響を受けることから、名目経済成長率を反映させて推計していま

す。 

固定資産税及び都市計画税は、地価の下落や家屋の新築、３年に１度の評価替による影響を推計しています。 

軽自動車税は、環境性能割について令和８年度末で廃止となるため推計から除き、減収分については地方特例交付金により補填しています。 

●地方交付税 

普通交付税は、令和８年度予算額をベースに、人口、公債費などの増減見込み及び市税等増減額の７５％～100％を反映し推計しています。令和８年度以降

は、給与改定費にかかる追加交付分のみを反映させています。 

特別交付税は、令和８年度予算額をベースとして、近年の配分を勘案のうえ推計しています。 

●地方消費税交付金 

令和８年度予算額をベースに、経済成長率、人口増減率を反映させて推計しています。 

●地方譲与税 

令和８年度予算額をベースに、定額推計しています。 

●各種交付金等 

令和８年度予算額をベースに、経済成長率を反映させて推計しています。 

環境性能割交付金については、自動車税環境性能割の令和８年度末での廃止に伴い交付金についても推計から除き、減収分については地方特例交付金に

より補填しています。 

●分担金及び負担金 

令和７年度決算見込額及び令和８年度予算額をベースに、定額推計あるいは人口増減率を反映させて推計しています。病院群輪番制・小児救急輪番制病院

運営の幹事年度（令和１０・１１年度）は、構成市町村からの負担金を別途加算しています。 

●使用料・手数料 

令和７年度決算見込額をベースに、定額推計あるいは人口増減率を反映させて推計しています。 

●国庫支出金 

令和７年度決算見込額（物価高騰対応等の臨時事業にかかる国庫支出金除く）及び令和８年度予算額をベースに、近年の傾向による増加率や経済成長率、

対象年齢層の人口増減率などを反映させて推計しています。 
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令和７年度に実施している、物価高騰対応等の給付金にかかる国庫支出金を、別途加算しています。 

その他、子どものための教育・保育給付費の令和７年度公定価格改定による給付費増に対する増額分を見込んでいます。 

●都道府県支出金 

令和７年度決算見込額（物価高騰対応等の臨時事業にかかる国庫補助金除く）及び令和８年度予算額をベースに、近年の傾向による増加率や経済成長率、

対象年齢層の人口増減率などを反映させて推計しています。 

子どものための教育・保育給付費は、国庫支出金と同様に、令和７年度公定価格改定による給付費増に対する増額分を見込んでいます。 

●繰入金 

事業計画による定額的な特定目的基金の取崩しを想定しています。 

令和７年度は、３月補正（専決）後の予算額を反映しています。 

また、令和８年度は、令和７年度に普通交付税で措置された、臨時財政対策債償還基金費分として積み立てた額の 1/2 の額を、減債基金より繰り入れていま

す。 

●繰越金 

前年度の形式収支が黒字の場合、当該黒字相当額を繰越しています。 

●地方債 

建設事業債は、令和８年度～令和１２年度は中期事業計画搭載事業等にかかる発行予定額、令和１３年度以降は、通常事業分として、事業費１２億円に対し８

億円（起債対象１０億円×８０％）を定額推計しています。 

令和８年度以降の時財政対策債は、地方財政計画を参考に、発行見込額なしとしています。 

その他、既存の借換債等の予定を反映しています。 

●財産収入・寄附金・諸収入 

財産収入は、基金利子分として、前年度末基金残高見込に 0.2５％を乗じて推計しています。 

寄附金は、ふるさと龍ケ崎応援寄附金の令和７年度予算額をベースに定額推計し、寄附金の実績に応じて、毎年度見直しを行います。 

諸収入は、令和８年度予算額をベースに、定額推計あるいは経済成長率、対象年齢層の人口増減率などを反映させて推計しています。 

その他、単年度で収入が見込まれる場合は、別途加算します。 
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■歳出 

●人件費 

事業費支弁人件費（普通建設事業に含まれる職員給与など）を含んで計上しています。 

議員報酬・審議会等の委員報酬は、令和８年度予算額をベースに定額推計しています。 

職員給与等は、人員配置計画を勘案のうえ推計しています。 

会計年度任用職員給与費等は、令和８年度予算額をベースに、今後の執行見込を反映させて推計しています。 

●物件費 

電算委託料・リース料は、令和８年度予算額をベースに定額推計し、既存システムの更新費用、システム標準化に伴う運用経費を別途加算しています。 

施設管理経費及びその他の物件費は、令和７年度決算見込額をベースに、執行見込や経済成長率を反映させて推計し、新規事業等を別途加算しています。 

●維持補修費 

維持補修費は、経常的な各施設等の損傷などは毎年同程度発生する前提で、令和７年度決算見込額及び令和８年度予算額をベースに、物価上昇相当分と

して、経済成長率を反映させて推計しています。 

●扶助費 

扶助費は、現行の制度が継続する前提で、令和７年度決算見込額（物価高騰対応事業等を除く）をベースに、近年の傾向による増加率や対象年齢層の人口

増減率を反映させて推計しています。 

子どものための教育・保育給付費は、令和７年度人事院勧告に基づく公定価格の改定による増額影響額を加算して推計しています。 

●補助費等 

龍ケ崎地方塵芥処理組合、龍ケ崎地方衛生組合、稲敷地方広域市町村圏事務組合などの一部事務組合に対する負担金のうち、運営費負担金分は、令和８

年度予算額をベースに、経済成長率を反映させて推計しています。工事費及び公債費償還負担金分は、事業計画案等により、各事業年度における一般財源市

負担額及び後年度の公債費償還負担見込額を計上しています。 

その他に対するものは、令和７年度決算見込額（物価高騰対応等の臨時事業を除く）をベースに、人口増減率を反映させて推計しています。 

その他、前年度の国庫支出金返還金や、新規事業等を別途加算しています。 

特殊要因として、病院群輪番制・小児救急輪番制病院運営の幹事年度（令和 10・11年度）は、医療機関への負担金を加算しています。 

なお、令和２年度から、下水道事業会計への繰出金は補助費等に計上しています。 
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●普通建設事業費 

事業費支弁人件費は除いています。 

令和８年度～令和１２年度は中期事業計画搭載事業等の見通しを計上し、令和１３年度以降は、通常事業分として、年間 12億円を定額推計し、都市再生機構

立替返済金を加算しています。 

●災害復旧費 

災害復旧事業を予定する場合に計上します。 

●公債費 

既借入金分は、償還計画により推計しています。 

借入見込分は、下記の条件に基づいて償還額を試算しています。 

〔借入条件〕 

建設事業債：１５年償還、据置なし、年 2.8％、半年賦元金均等償還 

臨時財政対策債：地方財政計画を勘案し発行見込なし 

借換債：5年償還、据置なし、年 2.1％、半年賦元金均等償還 

●積立金 

各年度において、基金利子積立を想定しています。 

令和７年度については、９月補正予算で措置した、地方財政法第７条に基づく決算剰余金の、財政調整基金への積立を計上しています。令和８年度以降は、

決算剰余金がある場合は、その１/２を積み立てることとしています。 

●投資及び出資金 

令和６年度決算額をベースに、定額推計しています。 

●貸付金 

令和８年度予算額をベースに、定額推計しています。 

●繰出金 

国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業は、令和８年度予算額をベースに、対象年齢層の人口増減率を反映させて推計しています。 
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◆歳出のうち主要経費見通し 

■職員経費 

●職員人件費 

人件費のうち職員給与等分を計上しています。また、令和７年度人事院勧告による給与改定額を反映させています。 

●会計年度任用職員等経費 

人件費のうち会計年度任用職員にかかる報酬等及び物件費のうち費用弁償の合計額を計上しています。また、令和７年度人事院勧告による給与改定額を反

映させています。 

■情報システム経費 

物件費のうち電算関連の委託料・リース料分を計上しています。 

■公共施設維持管理経費 

物件費のうち公共施設に係る管理費、土地賃借料等及び維持補修費のうち公共施設分並びに普通建設事業費のうち公共施設に係る改修工事費、都市再生

機構立替返済金の合計額を計上しています。 

■新規建設事業 

令和７年度主要施策アクションプランに搭載されている主な事業について、令和８年度～令和１２年度の事業費の見通しを計上しています。 

 

◆地方債、債務負担行為及び一般基金残高見通し 

■地方債残高 

前年度末地方債残高見込に、各年度の地方債（歳入）を加え、公債費（歳出）のうち元金相当分（公債費の９０％で試算）を差し引いた額を計上しています。 

■債務負担行為残高 

将来負担比率の算定に用いる、債務負担行為に基づく支出予定額（都市再生機構立替返済金等、公債費に準ずる債務負担行為残高）を計上しています。 

■一般基金残高 

前年度末一般基金残高見込から、各年度の基金繰入金（歳入）を差し引き、積立金（歳出）を加えた額を計上しています。 


